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　　重点エリア等の計画調整(県・市)
　都市再生調整会議で計画調整エリア等を指示
　 必要に応じて関係課長等で組織する会議を開催
　　①長崎駅周辺エリア
　　②松が枝周辺エリア
　　③まちなかエリア
　　④中央エリア
　　⑤公共交通ネットワーク
　

　

特定地区（重点エリア）
整備計画

(H22年度～H25年度)

策定

事業実施
社会資本整備
総合交付金等

　  関係施策の委員会
（重点エリアの計画策定時）

専門的な委員会を必要に
応じて設置
（例）
・長崎駅周辺まちづくり委員会

都市再生調整会議(県・市)
副知事・副市長・関係部長等

専門家
（東京アドバイザ－等）

県民・市民等
説明会・ホームページ
等での意見聴取

県　議　会
市　議　会

民間事業者
宿泊施設、民間ビル等
事業の掘り起こし

都市再生委員会

事業化
調整

交通事業者

県・市検討組織

意見

説明

説　　明

意　　見

指示

報告

都市・居住環境整備
基本計画

(H21年度策定)

調
整

個別施策の担当部局

事務局　：　県まちづくり推進室
　　　　　　　　市まちづくり推進室

意見

説明

都市再生緊急
整備地域指定

申し出

外部委員会

重点エリア等の計画調整

整備計画検討会議(県・市)
県参事監・関係課長等

①長崎駅周辺
エリア
作業部会

②松が枝周辺
エリア
作業部会

指
示 報

告

公共交通
ネットワーク
作業部会

指
示 報

告

指
示 報

告

③まちなかエリア
④中央エリア
作業部会

報
告

改訂推進

長崎都市経営戦略推進会議

　　経済団体
　　・長崎商工会議所
　　・長崎経済同友会
　　・長崎県経営者協会
　　・長崎青年会議所

公共交通ネットワーク
検討会（県・市）

関係課長等
　

実務レベルの会議として
必要に応じ作業部会を設置

報告
指示

調整

調整

指
示

調整      実務レベルの会議として必要に応じ作業部会を設置
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「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会 
設  置  要  領（平成２６年度改訂案） 

 
（設  置） 
第１条 「長崎市中央部・臨海地域」の都市・居住環境整備基本計画の改訂、重点エリア

の整備計画の策定及び、都市再生緊急整備地域の指定等に関する事項について審議
するため、「『長崎市中央部・臨海地域』都市再生委員会」（以下「委員会」とい
う。）を置く。 

 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、「長崎市中央部・臨海地域」都市再生調整会議の求めに応じて、次に

掲げる事項について審議を行う。 
（１）重点エリアの整備計画の策定に関すること 
（２）都市再生緊急整備地域の指定に関すること 
（３）都市・居住環境整備基本計画の改訂に関すること 
（４）その他必要な事項に関すること 

 
（組  織） 
第３条 委員会は、知事・長崎市長が委嘱する別表１に掲げる委員をもって組織する。 
２ 委員の任期は、平成２８年３月３１日までとする。 
３ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
（委 員 長） 
第４条 委員会に委員長を置き、当該委員のうちから、互選によって定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 委員長は、委員長に事故があるときの職務代理者を指名することができる。 

 
（委 員 会） 
第５条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ委員会を開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員
長の決するところによる。 
４ 副知事・副市長等は、事務局の立場で委員会に出席し意見を述べることができる。 
５ 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明
を聴くことができる。 

 
（庶   務） 
第６条 委員会の庶務は、次に掲げる所属において処理する。 

・ 県 企画振興部 まちづくり推進室 
・ 市 都市計画部 まちづくり推進室 

 
（雑   則） 
第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
  附   則 
この要領は、平成２６年９月５日から施行し、平成２８年３月３１日限り、その効力を
失う。 
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「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会（平成２６年度～平成２７年度） 

五十音順、敬称略 

 

メ ン バ ー：１３名 
 

氏   名 役   職   名 

伊藤  滋  早稲田大学特命教授 

川添 一巳 一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会会長 

田崎 伸也 
一般社団法人日本旅行業協会 
九州支部長崎県地区委員会委員長 
近畿日本ツーリスト株式会社長崎支店長 

外井 哲志 九州大学大学院工学研究院准教授 

中村 吉治 一般社団法人長崎青年会議所 

林  一馬 長崎総合科学大学名誉教授 

平野 啓子 ながさき女性・団体ネットワーク会員 

平松 喜一朗 長崎経済同友会副代表幹事 

本田 時夫 長崎市商店街連合会副会長 

森岡 公隆 長崎商工会議所副会頭 

山口 純哉   長崎大学大学院経済学研究科准教授 

脇田 安大 公益財団法人ながさき地域政策研究所理事長 

渡邊 貴史 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科准教授 


